
２０１０年スプリングジュニアカップ

帆 走 指 示 書
１．規則
　　　本レースは「セーリング競技規則2009-2012」に定義された「規則」を適用します。
２．競技者への通告　　　　　　　　　　　　
　　　大会本部前の公式掲示板に掲示します。又、口頭で伝える事があります。
３．陸上で発せられる信号 　　
　　　ＡＰ旗が音響２声と共に揚げられた時は、「レースは延期されている」ので出艇してはいけません。降下してから２０分以降にレースはスタートされます。（レース信号の変更）
４．安全及びヨットの責任
4.1　出艇・帰着の申告はサインシステムとします。ただしスキッパー自身で行って下さい。
4.2　レース終了及びリタイア等により陸上に上がった場合は帰着申告をして下さい。 
4.3　レース委員会は選手の意志に関係なく指導、及び救助する事があります。

4.4　スタートするかしないか、或はレースを継続するかしないか、を決めるのはそれぞれの競技者独自の責任です。大会期間中に起きたすべての事故に対する責任は各競技者にあるものとします。
５．レース日程
平成２２年４月１１日（日）　　
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７．レースエリア

　　　公式提示版に掲示します。

８．コース                      
　　　回航又は通過すべきマークの順序、

及び各マークの通過する側は

右図の通りです。  
             ③ｽﾀｰﾄ→①→②→③→①ﾌｨﾆｯｼｭ　　　　　
９．マーク                               
9.1　コースマークの①、②、③はオレンジ色の円筒形ブイ。

9.2　スタートのリミットマークはコースマークの③を兼用します。
9.3　フィニッシュのリミットマークはコースマークの①を兼用します。

１０．スタート　　　　　　　　    
10.1  レースは規則26を用いて、予告信号をスタート信号の５分前とし、スタートさせます。

10.2　スタートラインは、スターボードの端にある本部船にオレンジ色旗を掲げたマストまた

はポールとポートの端のスタートアウター（③マーク兼用）の間とします。

スタート５分前　　　予告信号　　　　　　ＯＰ旗　↑：音響１声
４分前      準備信号    　　　　Ｐ　旗　↑：音響１声（ゼネリコ後はＩ旗）

１分前　　　準備信号の降下　　　Ｐ　旗　↓：音響１声（　〃　　　〃　　）
        スタート    クラス旗の降下　　　ＯＰ旗　↓：音響１声
10.3スタート信号から４分を過ぎた艇はスタートしてはいけません。（ＤＮＳ）
１１．スタートの延期
11.1　スタートの時期を延期する時は、本部艇にＡＰ旗を揚げ音響２声を発します。
11.2　スタートを延期した次のスタートはＡＰ旗降下１分後に予告信号（クラス旗）が揚がります。
１２．個別リコール  
11.1  早すぎるスタートをしたヨットがあった時は、本部艇にＸ旗を揚げ音響１声を発します。
11.2  個別リコールした全てのヨットが正しくスタートした時はＸ旗を降下します。　　　　　　　  又、スタート後４分を経過した場合も降下します。
１３．ゼネラルリコール　　　　　　　　　　
13.1　多数のヨットが早すぎるスタートをして、これを見分ける事ができない時は、
　　　　第１代表旗を掲げ音響２声を発します。
13.2　ゼネラルリコール後の新しい予告信号は、音響１声と共に第１代表旗が降下された

１分後に、予告信号（クラス旗）が揚げられます。　　　　　　　　　
13.3　ゼネラルリコール後のスタートは規則30.1（ラウンド・アン・エンド規則）を適用し、

スタート４分前にＩ旗を揚げ、１分前に降下し、それぞれ音響１声を発します。
１４．コースの変更または短縮

14.1　スタート後のコース変更はありません。
14.2　レース中にコース短縮する時は運営艇にＳ旗を揚げ、音響２声を発します。
14.3　先頭艇のヨットがこれから回航しようとしているマークと青旗を揚げた運営艇の

Ｓ旗のポールの間をフニッシュとします。
１５．フィニッシュ　　　　　　　　　　　　
フィニッシュラインはスターボードの端にある運営艇に青旗を揚げたマスト又は

ポールとポートの端のフィニッシュアウター（①マーク兼用）の間とします。

１６．タイムリミット
16.1　タイムリミットは先頭艇がフィニッシュしてから１２分とします。
16.2　ただし、レース委員会の裁量により、タイムリミット時におけるフィニッシュ以前の
　　　　マーク回航記録を参考順位とする事があります。
１７．得　点
17.1　付則Ａの（低得点方式）を適用します。
17.2　本大会は１レースの完了をもって大会の成立とします。　　　　　　　　　　　
１８．ペナルティ方式 
  航路権違反に対し規則44.1及び44.2の２回転ペナルティーを適用します。
１９．抗　議
19.1　抗議する艇は、相手に「プロテスト」と声をかけ、赤色旗を掲揚すること。

（規則61.1ａの変更）

19.2 抗議締切りの時間は、当日の最終レース終了後５０分以内とし、大会本部で受付ます。

 ２０．ＲＲＳ４２(推進方法)に違反するペナルティー
20.1   RRS付則Pを適用する。
20.2  プロテスト委員会は、RRS 42に違反した艇のセールナンバーを公式掲示板に掲示する。
第２～第４レースの予定時刻は


海上又は陸上で指示します。
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